
【国民健康保険税および後期高齢者医療保険料の減免】
　新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少したなどの場合
は、国民健康保険税および後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。
▶対象者／①世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病（１か月以上）した場合
　　　　　②世帯の主たる生計維持者の今年の事業収入など（事業収入、給与収入、不動産収入、

山林収入のいずれか）が、前年と比べて10分の3以上減少する場合で、次のいずれに
も非該当の場合

　　　　　　・自己都合による退職
　　　　　　・倒産および解雇による離職（国民健康保険税のみ）→非自発的失業者の保険税軽減制

度を適用
　　　　　　・対象者の前年度所得の合計が1000万円超
　　　　　　・対象者の減少が見込まれる種類以外の前年所得の合計が400万円超
　　　　　　・対象者の前年中の所得が未申告または0円
▶減免税額／①の方→全額免除
　　　　　　②の方→全額免除または一部を減額
▶対象期間／令和元年度　第６期（２月分）のみ
　　　　　　令和２年度　第１期（７月）から第９期（令和３年３月）まで
▶申し込み／令和3年3月31日まで
　　　　　　※事前に、お電話でお問い合わせください。

【国民健康保険および後期高齢者医療制度の傷病手当金】
▶対象者／新型コロナウイルス感染症に感染した（発熱などの症状があり感染が疑われる）方で、事

業主から給与などの支払いを受けていること。
▶支給対象日数／療養のため労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた無給の

日数
　　　　　　　　ただし、労務に服することができなくなった日から起算して３日間は対象外です。
▶１日あたりの支給額／直近の継続した３か月の給与など収入（賞与を除く）の合計÷就労日数×３

分の２
▶適用期間／令和２年１月１日以降、療養のため労務に服することができない期間（入院が継続す

る場合などは、最長１年６か月まで）
▶申し込み／事前に、お電話でお問い合わせください。

問　保険年金課　☎（55）7119　〒496-8555（住所不要）　 https://www.city.aisai.lg.jp/
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